
 

船舶インシデント調査報告書 

令和２年８月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和２年３月８日 ０７時００分ごろ 

発生場所 千葉県富津市富津岬西方沖  

 第２海堡灯台から真方位０７９°１.４海里付近 

 （概位 北緯３５°１８.９′ 東経１３９°４６.２′） 

インシデントの概要  プレジャーボートストリームⅡは、航行中、主機が停止し、運航不

能となった。 

インシデント調査の経過 令和２年３月２５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ストリームⅡ、３.８トン 

２３５－４５６８７千葉、個人所有 

 ディーゼル機関(船内外機)、４サイクル、出力１１０.００kＷ、回 

転数毎分３,５００、４気筒、ボア９２mm、使用燃料軽油 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人を乗せ、釣りの目的で千

葉県木更津市所在のマリーナ（以下「本件マリーナ」という。）を出

航し、富津岬西方沖を航行中、主機の回転数が次第に下がるので、船

長がクラッチを入れた状態で主機を停止した。 

 船長は、機関室を点検したが異常を認めず、主機を始動しようとし

たがセルモータが回らないので航行不能と判断し、携帯電話で本件マ

リーナに救助を要請し、本件マリーナから通報を受けて来援した巡視

艇に救助された。 

本件マリーナ主機修理担当者は、本インシデント後に調査したとこ

ろ、プロペラにビニール等の異物を巻き込んでいるのを認め、過負荷

運転状態となり回転数が低下し、主機を停止後、クラッチが切れてい

ない状態で何度もセルモータを回そうとしていたので、始動できず、

バッテリが上がったと判断した。 

船長は、平成２０年に本船を購入して以来、月に２回程度出航して

いたが、今までプロペラが異物を巻き込む等の不具合が発生したこと

がなかったので、主機の回転数低下の原因を特定できなかった。 

分析  本船は、航行中、プロペラにビニール等の異物を巻き込んで主機の

回転数が低下し、船長が、クラッチが入った状態で主機を停止した



 

後、クラッチを入れた状態でセルモータを回そうとしたことから、 

バッテリが上がって主機が再始動できなくなり、運航不能となったも

のと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、航行中、プロペラにビニール等の異物

を巻き込んで主機の回転数が低下し、船長が、クラッチが入った状態

で主機を停止した後、クラッチを入れた状態でセルモータを回そうと

したため、バッテリが上がって主機が再始動できなくなったことによ

り発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶所有者は、主機の回転数が低下した際、プロペラに異物を巻

き込む等の原因もあることを認識し、クラッチを中立として異物

を取り除いた後、主機を再始動すること。 

 


